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 上は記者会見、下は支援者と。 

２年４カ月余のたたかいに終止符！
～４・２裁判取り下げ行動～ 

 

 

２
日
、
前
日
に
全
国
生
存
権
裁
判
原
告
団
と
弁
護
団
が
国
と
母

子
加
算
訴
訟
の
終
結
に
合
意
し
た
の
を
受
け
て
、
札
幌
・
釧
路
の
原

告
８
人
と
弁
護
団
は
、
両
地
裁
に
対
し
て
裁
判
の
取
り
下
げ
を
行
い

ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
２
０
０
７
年
４
月
に
母
子
加
算
が
廃
止
さ

れ
て
以
来
３
年
、
提
訴
以
来
２
年
４
カ
月
余
に
及
ん
だ
北
海
道
の
裁

判
に
終
止
符
が
打
た
れ
ま
し
た
。 

 

こ
の
日
、
裁
判
所
前
に
は
緊
急
の
行
動
に
も
関
わ
ら
ず
多
く
の
支

援
者
が
つ
め
か
け
、
３
人
の
原
告
（
菊
地
繭
美
さ
ん
、
佐
賀
光
江
さ

ん
、
成
田
純
子
さ
ん
）
と
弁
護
団
を
見
守
り
ま
し
た
。
取
り
下
げ
後

の
記
者
会
見
に
は
多
数
の
マ
ス
コ
ミ
が
取
材
に
訪
れ
ま
し
た
。
ま

た
、
そ
の
後
の
報
告
集
会
で
は
、
原
告
や
弁
護
団
が
今
日
ま
で
を
振

り
返
っ
て
思
い
を
語
り
、
参
加
者
か
ら
は
そ
の
勇
気
と
頑
張
り
に
大

き
な
拍
手
が
送
ら
れ
ま
し
た
。

これまで多くのご支援本当にありがとうございました。

次は老齢加算の復活めざしともに頑張りましょう！！

支援者に見守

られ訴訟取り

下げへ。 

原告の成田さ

ん、菊地さん、

佐賀さん 

～報告集会の発言から～ 

中島哲弁護団事務局長～合意書をめぐり綱引き。ぎりぎり間に合いました。 

佐賀光江さん～皆さんのおかげです。すごく嬉しい。（涙） 

菊地繭美さん～３年前、何を削れば？と悩んだことを思い出します。 

成田純子さん～釧路まで３時間。子どもを見て下さった皆さんに感謝。 

細川久美子原告世話人～伊藤さん、七尾さん、川口さん、伊賀さんらの発言を紹介。 

増川拓弁護士～お母さん達、誇りに思ってください。弁護士冥利につきます.

林千賀子弁護士～北大や高校で出前授業。すべての学生が共感。 

山田佳以弁護士～暖かいご支援に世の中捨てたものではないと感じた。 

佐藤明人厚別生健会会長～（母子世帯の母親から）私も会員になりますと電話。 

三浦誠一事務局長～次は老齢加算の復活めざし、引き続きご支援を。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

母子加算に関する基本合意書 

 

平成１５年７月に、厚生労働大臣は、国会の附帯決議等を踏まえ、保護基準の在り方をはじめとす

る生活保護制度全般を議論するために、社会保障審議会福祉部会の下に生活保護制度の在り方に関す

る専門委員会（以下「専門委員会」という。）を設置した。専門委員会は、平成１６年１月から生活

保護費のうち母子加算の見直し作業を開始した。そして、専門委員会は、被保護母子世帯と一般母子

世帯の消費水準、消費実態との比較検証等を根拠として、同年１２月に最終報告書をとりまとめ、母

子加算の見直しを求める報告書を厚生労働大臣に提出した。その結果、厚生労働大臣は、平成１７年

４月から段階的に母子加算を見直すことを決定し、同月から順次母子加算の適用範囲を縮小するなど

を経て、平成２１年３月末をもって母子加算を廃止する一方、この間、ひとり親世帯就労促進費等の

給付を創設した。 

これに先立ち、専門委員会は、平成１５年１２月に老齢加算の取扱いに関する中間とりまとめを行

い厚生労働大臣に提出した。厚生労働大臣は、その中間とりまとめを受けて、生活保護費のうち７０

歳以上の被保護高齢者世帯に支給されていた老齢加算を平成１６年４月から段階的に減額することを

決定し、平成１８年３月末をもって老齢加算を廃止した。 

これに対し、老齢加算を減額・廃止された被保護高齢者世帯や母子加算を減額・廃止された被保護

母子世帯の当事者から、順次老齢加算ないし母子加算の復活を求め、各地で審査請求を経て行政処分

取消訴訟が提起され、最終的には全国１０地裁に訴訟が提起された。 

他方、平成２１年６月には、通常国会が開会されていた参議院において、廃止された母子加算の復

活を求める生活保護法改正法案が民主党等により提出され、本会議において可決されたが、衆議院に

おいて審議されることなく廃案となり、母子加算は同改正法案によって復活することはなかった。 

ところが、同年８月３０日に実施された総選挙によって誕生した民主党、社会民主党、国民新党に

よる現政権は、「コンクリートから人へ」という基本方針の下に、母子加算廃止による被保護母子世

帯の窮状を訴える声に対し遺憾に思い、母子加算の復活を三党連立政権合意に盛り込んだ。そして、

長妻昭厚生労働大臣は、三党連立政権合意を踏まえ、子どもの貧困解消を図るため、母子加算を同年

１２月１日から復活する旨の告示を公布し、さらには平成２２年４月以後も母子加算の継続を決定す

るに至った。その間、平成２１年１２月１１日に、憲法第２５条で保障する国民の最低限度の生活と

は何かを検討するために、厚生労働省においてナショナルミニマム研究会が設置された。老齢加算及

び母子加算の復活を求めて訴訟を提起した全国生存権訴訟の原告団及び弁護団は、母子加算の復活を

歓迎するとともに、現政権の英断に敬意を表するものである。 

そこで、国（厚生労働省）と全国生存権訴訟原告団及び弁護団は、わが国における貧困の撲滅とナ

ショナルミニマムの考え方の確立を目指し、以下のとおり合意するに至った。そして、同原告団及び

弁護団は係属中の訴訟のうち、母子加算の復活を求める訴訟を本合意の成立を踏まえ終了させること

とした。 

 

 １ 国(厚生労働省)は、母子家庭の窮状にかんがみ、子どもの貧困解消を 

  図るために復活した母子加算については、今後十分な調査を経ることなく 

  く、あるいは合理的な根拠もないままに廃止しないことを約束する。 

 ２ 国(厚生労働省)は、現在設置されているナショナルミニマム研究会に 

  おける調査研究などを通じて、母子世帯や高齢者世帯を含め国民の最低 

  生活水準に関して検証を行い、憲法第２５条の理念に基づき、国民の健康 

  で文化的な最低限度の生活の確保に努める。 



 
 
 
 

２００７年４月 母子加算の削減始まる。 
 
５月１８日 母子加算審査請求 道内３５名実施。 

 

１０月２０日 生存権裁判を支援する北海道の会  

結 成 総 会～１３５名参加 
 

２００７年１２月２１日 提訴 
 札幌地裁～１００人参加 

  原告；佐賀光江さん、小田桐雅子さん、川口美幸さん 

菊地繭美さん、七尾真美さん 

 釧路地裁～３０人参加  原告；成田純子さん 

 

 

回 札幌地裁 参加数 釧路地裁 参加数 備  考 

１ ０８年 ２月２９日 ９０人 ０８年 ２月１２日 ５０人  

２ ０８年 ５月 ２日 ９０人 ０８年 ５月２７日 ３０人  

３ ０８年 ７月１８日 ５５人 ０８年 ７月２９日 ２２人  

４ ０８年１１月 ７日 ６３人 ０８年１０月２８日 ３３人  

５ ０９年 ２月１３日 ７０人 ０９年 ３月 ３日 ３０人  

６ ０９年 ５月 ８日 ７６人 ０９年 ５月２６日 ４０人 釧路街頭宣伝 

☆ ０９年 ７月１３日 追加提訴；伊藤弘美さん、有田梨菜さん、佐賀光江さん、川口美幸さん

７ ０９年 ９月 ４日 ７０人 ０９年１０月１３日 ３５人 国が反論を延期 

８ ０９年１２月１８日 ４８人 ０９年１２月８日 ３５人  

９ １０年３月１９日 ５０人 １０年３月２３日 ３０人 国が陳述を留保 

 参加合計 ６１２人 参加合計 ３０５人 

                ※審査請求は、０８年５月１５日（２５人）、０９年５月１５日（１８人）         

にも行われ、０９年の請求は全国一斉に行われた（１８道府県、１６９人）。 

２０１０年４月１日基本合意調印。母子加算復活へ。 
総選挙に向けて～国会議員への陳情や院内集会、候補者アンケートなどに取り組みました。 

０９／８／３０  総選挙 母子加算復活勢力が国会の多数派に。 

０９／１０／２３ １２月から支給の閣議決定・祝勝会 

０９／１２／１  来年度からの支給継続決定・記者会見 

１０／４／１ 基本合意       １０／４／２ 訴訟取り下げと記者会見・報告集会 

～生存権裁判を支援する北海道の会～ 

私  た  ち  の  歩  み 

 

 

 



私たちの運動 多くの人々に訴え「復活を」の世論が大きく広がりました。 

街頭宣伝で                           集会で訴え      バザー 

札幌大通公園 ０８年６回、０９年５回、計１１回 

札幌参加計４７５名、署名９１２筆、募金４７，７７８円 

参加原告 菊地繭美さん、七尾真美さん、伊藤弘美さん         若者も 

参加審査請求人 佐藤百茂子さん、伊賀理香子さん訴え 

釧路和商市場前 ０９年５月２６日 

釧路参加２５名、署名４３筆 成田純子さん訴え 

 

 

 

 

 

 

 

知はちから 学び１                    学び２                        

０９／０６／１９                      ０８／０６／０７ 

「生存権を考える 「子どもの貧困と 

シンポジウム」 教育を語る会」 

 

交流①         交流② 

旭山動物園             滝野自然公園 

０９／１／１７ ０９／０８／０８ 

 

 

 

                  第２回総会 

 ０９／０２／０７ 

 

 

第３回総会 

０９／１０／２４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つ
い
に
復
活
！！ 

＜運動の到達点＞～２０１０年４月１４日現在～ 会員数７３７人、会費総額３，０４２，６６８円 

募金総額１，０８５，８６５円 署名数札幌地裁宛１０，１３５筆 釧路地裁宛 ９，１１９筆 

次は老齢加算の復活を！たたかいはつづきます。

ひ き つ づ き ご 支 援 ご 協 力 を お 願 い し ま す 。

 


